
 

 

 

                             

 

 

 

 

 
 

兵庫労働局長及び兵庫労働局若手職員による 

「労働法制出張講義」を行います！ 

○ 兵庫労働局（局長  赤松
あかまつ

 俊彦
と しひ こ

）では、これから社会へ出て働く学生や、アルバイトをし

ている学生に対し、職場でのトラブルを未然に防止するとともに、トラブルに遭遇した場

合の対処のための基礎知識を持ってもらうために、年間を通じて、幹部職員が大学等に

出向き労働法制についての講義を行っています。 

労働法制出張講義は平成２４年度から毎年度、県内の大学等に出講の希望を募り実

施しているもので、令和５年度は１３校において８２１名が受講しています。（※１）  

 

○ このたび、兵庫県立大学において、以下の日程で講義を行うこととなりましたのでお知

らせします。 

今回は、働くときに知っておくべき労働法の基礎知識を兵庫労働局長がクイズを織り

交ぜながら分かりやすく説明するほか、労働基準監督署やハローワークの役割等を労働

局若手職員が実体験を交えながら紹介します。 

 

○ また、毎年４月～７月は「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーン期間中で

あることから、学生がアルバイト先での悩み事を個別に相談することができる「個別相談

会」もあわせて行います。相談には兵庫労働局職員が対応します。（※２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【担 当】 
雇用環境・均等部企画課 
課    長  和田 顕也 
電  話  078-367-0700 

Press Release 

兵庫労働局発表 

令和 6年 6月 27日（木） 

日  程 

〇 開催日   令和６年７月１６日（火） 

〇 場 所  兵庫県立大学神戸商科キャンパス（神戸市西区学園西町８‐２‐１） 

【労働法制出張講義】 

時 間  １０時４０分～１２時１０分（２限目） 

場 所  教育棟 ２０１講義室 

講義内容  ①働くときに知っておくべき労働法の基礎知識  兵庫労働局長 

②労働基準監督署とハローワークの紹介     兵庫労働局若手職員 

【個別相談会】  

時 間  １１時～１３時３０分頃まで 

場 所  大学会館別館 

※当日の取材申込みは、７月１１日（木）の午後５時までに、兵庫労働局雇用環境・均等部企画

課（０７８－３６７－０７００）までお願いします。 
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※１ 労働法制出張講義

学生に、労働法制の知識を！！

兵庫労働局から講師を派遣します【無料】

○兵庫労働局では、これから社会へ出て働く学生や、アルバイトを

している学生に対し、労働法制の基礎知識を周知し、労働関係の

トラブルから身を守るため、講義・セミナー等への講師に職員を

派遣しています。

○働くときに知っておきたいポイントなどを簡単な資料を用いて、経験

豊富な職員がわかりやすく解説します。ぜひお申込みください。

講義内容例：労働基準法など労働関係法令、賃金の支払い、労働時間、休日に
ついて、アルバイトをする際に知っておきたいポイント、職場の
ハラスメント、就職活動について、困った時の相談先など

労働法制出張講義申込み窓口
兵庫労働局雇用環境・均等部 企画課（０７８－３６７－０７００）

【令和５年度の実績】

県内１３校において８２１名の学生が受講

講義実施日 大学名

令和5年4月25日 関西学院大学

令和5年7月4日 兵庫県立大学

令和5年7月11日 姫路日ノ本短期大学

令和5年7月12日 関西福祉大学

令和5年10月24日 武庫川女子大学

令和5年11月15・20日 神戸女子大学

講義実施日 大学名

令和5年11月28日 神戸医療未来大学

令和5年11月30日 神戸常盤大学

令和5年12月1日 甲子園短期大学

令和5年12月6日 甲子園大学

令和5年12月7日 関西国際大学

令和6年2月5日 神戸芸術工科大学

令和6年2月16日 流通科学大学

【令和５年度年度に受講した学生の声（アンケートより）】
▶これまで曖昧にしか理解できていなかった労働法について、詳しく理解できた。
▶アルバイト先でトラブルが起こった際に、どのように対処したらよいかがわかった。
等の感想をいただいています。



日 時： ２０２４年７月１６日（火）
１１時から１３時３０分頃まで

会 場： 大学会館別館

対応者： 労働局職員

※「資料だけでもほしい！」方、

お気軽にお声かけください。

アルバイトの労働条件を確かめよう！

個別相談会 in 兵庫県立大学

アルバイト先でお困りごとのある方、これから就職する
にあたって疑問のある方、労働局に興味のある方等々、
お気軽にご参加ください！

こんなことで困っていませんか？？
○労働条件が書かれた書面をもらっていない・・・
○給料が、働いた時間より少ないのではないか・・・
○店長や店員から嫌がらせやいじめ、セクハラを受ける・・・
○テスト期間中なのにシフトを勝手に入れられた・・・

兵庫労働局 雇用環境・均等部 若者相談コーナー078－367－0850

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」
キャラクター 「たしかめたん」

※２ アルバイトキャンペーン
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